
定
額
給
付
金

給
付
対
象
者

　

給
付
対
象
者
は
、
平
成
21
年
2
月
1

日
現
在
、
次
の
①
ま
た
は
②
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
人
で
す
。

①
成
田
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ

れ
て
い
る
人

②
成
田
市
の
外
国
人
登
録
原
票
に
登
録

さ
れ
て
い
る
人（
不
法
滞
在
者
・
短

期
滞
在
者
な
ど
を
除
く
）

　

申
請
は
、
給
付
対
象
者
の
属
す
る
世

帯
の
世
帯
主
が
し
て
く
だ
さ
い
。
外
国

人
は
、
対
象
者
本
人
が
そ
れ
ぞ
れ
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

給
付
額

　

給
付
対
象
者
1
人
当
た
り
1 

2
、

0
0
0
円
で
す
。
平
成
21
年
2
月
1
日

現
在
で
18
歳
以
下
の
人（
平
成
2
年
2

月
2
日
以
降
に
生
ま
れ
た
人
）と
65
歳

以
上
の
人（
昭
和
19
年
2
月
2
日
以
前

に
生
ま
れ
た
人
）は
2 

0
、
0
0
0
円

と
な
り
ま
す
。

子
育
て 

　
　
　
　

応
援
特
別
手
当

支
給
対
象
者

　

支
給
対
象
者（
申
請
者
）は
、次
の「
支

給
対
象
と
な
る
子
」の
属
す
る
世
帯
の

世
帯
主
で
、平
成
21
年
2
月
1
日
現
在
、

次
の
①
ま
た
は
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
人
で
す
。

①
成
田
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ

れ
て
い
る
人

②
成
田
市
の
外
国
人
登
録
原
票
に
登
録

さ
れ
て
い
る
人（
不
法
滞
在
者
・
短

期
滞
在
者
な
ど
を
除
く
）

支
給
対
象
と
な
る
子

　

平
成
20
年
度
に
小
学
校
就
学
前
3

年
間
に
該
当
す
る
子（
平
成
14
年
4
月

2
日
〜
平
成
17
年
4
月
1
日
生
ま
れ
の

子
）の
う
ち
第
2
子
以
降
の
子
ど
も
が

対
象
と
な
り
ま
す
。
平
成
20
年
度
に
18

歳
以
下
の
子（
平
成
2
年
4
月
2
日
以

降
に
生
ま
れ
た
子
）の
中
か
ら
年
齢
順

に
第
1
子
、
第
2
子
と
数
え
て
い
く
こ

と
と
し
、
平
成
21
年
2
月
1
日
現
在
の

住
民
基
本
台
帳
と
外
国
人
登
録
原
票
の

状
況
に
よ
り
判
断
し
ま
す
。「
支
給
対
象

と
な
る
子
」と
第
1
子
が
別
居
し
て
い

る
場
合
、
同
じ
人
に
扶
養
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
保
険
証
の
写

し
な
ど
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

支
給
額

　
「
支
給
対
象
と
な
る
子
」1
人
当
た
り

3 

6
、
0
0
0
円
で
す
。

申
請
手
続
き
は

　

市
で
は
、
4
月
27
日（
月
）か
ら
対
象

と
な
る
人
へ
申
請
書
を
郵
送
し
ま
す
。

定
額
給
付
金
と
子
育
て
応
援
特
別
手
当

の
申
請
書
は
、
別
の
封
筒
で
送
付
し
ま

す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
・
受
け
取
り
方
法

　

記
載
要
領
を
参
考
に
必
要
事
項
を
書

き
必
要
書
類
を
添
付
し
て
、
同
封
す

厳
し
い
経
済
情
勢
に
対
応
す
る
た
め
、
生
活
の
支
援
と
地
域
の

経
済
対
策
を
目
的
と
す
る「
定
額
給
付
金
」と
、
多
子
世
帯
の
幼

児
教
育
期
の
子
育
て
支
援
を
目
的
と
す
る「
子
育
て
応
援
特
別
手

当
」を
給
付
し
ま
す
。

市
民
生
活
を
応
援
し
ま
す

定
額
給
付
金
・
子
育
て
応
援
特
別
手
当
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る
返
信
封
筒（
切
手
不
要
）で
郵
送
す

る
か
、
直
接
給
付
金
窓
口（
市
役
所
1

階
会
計
室
前
）に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

5
月
以
降
は
休
日
開
庁
日（
第
2
・
第

4
日
曜
日
）も
受
け
付
け
し
ま
す
。

　

定
額
給
付
金
・
子
育
て
応
援
特
別
手

当
は
、
申
請
者
の
金
融
機
関
の
口
座
に

振
り
込
み
ま
す
。
金
融
機
関
に
口
座
を

持
っ
て
い
な
い
人
な
ど
に
限
っ
て
、
現

金
給
付
も
で
き
ま
す
の
で
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

　

受
取
口
座
が
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
場
合

は
、
申
請
書
の
記
入
欄
に「
記
号（
5
け

た
）‐
番
号（
8
け
た
以
内
）」の
よ
う
に

書
い
て
く
だ
さ
い
。
現
在
、
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
が
ほ
か
の
金
融
機
関
口
座
へ
の
送

金
用
と
し
て
知
ら
せ
て
い
る「
支
店
番

号（
3
け
た
） ‐
口
座
番
号（
7
け
た
）」で

は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、
海
外
で
開
設
し
た
口
座
や
シ

テ
ィ
バ
ン
ク
で
は
受
け
取
り
が
で
き
ま

せ
ん
。

申
請
期
間
＝
4
月
27
日（
月
）〜
10
月
27

日（
火
）（
当
日
消
印
有
効
）

必
要
書
類

◦
申
請
者
の
公
的
身
分
証
明
書（
写
真

付
住
基
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
、
パ

ス
ポ
ー
ト
、
外
国
人
登
録
証
明
書
な

ど
）の
写
し（
裏
面
に
登
録
事
項
変
更

の
記
載
が
あ
る
場
合
は
、
裏
面
の
写

し
も
必
要
）

◦
振
込
先
口
座
の
金
融
機
関
名
、
口
座

番
号
、
名
義
人（
カ
ナ
）が
分
か
る
通

帳
の
写
し（
表
紙
を
め
く
っ
た
見
開

き
部
分
）ま
た
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
の
写
し

給
付
日
＝
申
請
受
け
付
け
後
、
決
定
通

知
書
を
送
付
し
て
お
知
ら
せ
し
ま
す

代
理
申
請

　

代
理
申
請
が
行
え
る
の
は
、
次
の
い

ず
れ
か
の
人
で
す
。
委
任
状
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

①
平
成
21
年
2
月
1
日
現
在
で
世
帯
主

と
同
一
住
所
・
居
住
地
に
住
み
、
生

計
を
共
に
し
て
い
る
人

②
法
定
代
理
人（
親
権
者
、
未
成
年
後

見
人
、
成
年
後
見
人
、
代
理
権
付
与

の
審
判
が
さ
れ
た
補
助
人
）

③
民
生
委
員
、
行
政
協
力
員
、
親
類
な

ど
市
長
が
特
に
認
め
る
人

外
国
人
は
在
留
期
間
に
注
意

　

外
国
人
で
、
在
留
期
間
が
平
成
21
年

10
月
27
日
ま
で
に
満
了
す
る
人
に
は
、

在
留
期
間
の
更
新
と
外
国
人
登
録
の
変

更
を
お
願
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

成
田
市
定
額
給
付
金
等
問
い
合
わ
せ
窓
口

　

☎
73
‐
6
5
1
0

　

4
月
27
日（
月
）に
開
設
し
ま
す
。
祝

日
を
除
く
月
〜
金
曜
日
の
午
前
9
時
〜

午
後
5
時
に
受
け
付
け
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
企
画
政
策
課
定
額
給
付

金
班（
☎
20
‐
1
7
8
0
）へ
。

Bさん
世帯 生年月日が平成2年4月2日から

平成17年4月1日までの子ども

生年月日が平成14年4月2日から
平成17年4月1日までの子ども 生年月日が

平成17年4月2日
以降の子ども

Bさんへの
子育て応援特別手当

3.6万円×1人＝

3.6万円

Bさん
1人目 2人目

3人目

世帯主 世帯にいる子ども

手当の対象となる子ども

Aさん
世帯 生年月日が平成2年4月2日から

平成17年4月1日までの子ども

生年月日が平成14年4月2日から
平成17年4月1日までの子ども 生年月日が

平成17年4月2日
以降の子ども

Aさんへの
子育て応援特別手当

3.6万円×2人＝

7.2万円

Aさん 1人目
2人目 3人目

4人目

世帯主 世帯にいる子ども

手当の対象となる子ども

子育て応援特別手当（Aさん、Bさんの場合）

　申請内容に不明な点があった場合は、再度確認のために書類を送付します。
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